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令和７年度中堅教諭等資質向上研修実施校への事前説明

①研修の対象者について

秋田県教育庁南教育事務所
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主な説明内容

(1) 本研修の対象者

(2) 本研修に係る在職期間の計算

(3) 研修実施時期の延期及びその手続き



(1) 本研修の対象者（実施の手引 ｐ１、４）

本県の中堅教諭等資質向上研修の対象者は、公立の小学校、中学校及び義務

教育学校の教諭のうち、教諭等としての在職期間が10年を経過した者とする。

この在職期間には、国立、私立学校における勤務年数や他の都道府県におけ

る教諭等としての在職期間なども含まれる。特別の事情がある場合には、その

事情に応じて実施時期を柔軟に定めることができる。
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研修を実施する年度は、在職期間が10年を経過した次の年度を原則とする
が、下記の事項を換算し、採用後10年を経過しても研修の対象者とならない
場合があるので留意すること。

＜在職期間とみなす事項＞
・産休、長期研修（内地留学、長期研修員等）、教諭等採用後の教育委員会
勤務、他県・私学教員（臨時的任用を除く）等

＜在職期間とみなさない事項＞
・育休、休職、停職、介護休暇等

(2) 本研修に係る在職期間の計算（実施の手引 ｐ３～５）
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連続して12ヶ月以上あるときは、その期間の
年数を在職期間から除いて換算する。
※12ヶ月未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数を在職

期間から除算する。

＝ 除算



(2) 本研修に係る在職期間の計算（実施の手引 ｐ４）
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(3) 研修実施時期の延期及びその手続き（実施の手引 ｐ１、３）

特別の事情がある場合には、その事情に応じて実施時期
を柔軟に定めることができる。校長が、所管する市町村教
育委員会を通じて、所轄の教育事務所・出張所及び総合教
育センターにその旨を文書で連絡することとする。
（例）

・研修対象者が病気休暇や育児休業等の長期の休み明けに
あり、心身の状態等に十分な配慮が必要な場合

・研修対象者が交流人事等で、他校種の学校に勤務してお
り、交流人事以前に勤務していた校種に戻ってから研修
を受けることを希望する場合 など
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・教育事務所・出張所への手続き
→所属校の校長が市町村教育委員会を通して連絡
する。

・総合教育センターへの手続き
→研修講座情報システムに受講申込の入力をした
上で、速やかに所属校の校長からセンターの研
修講座担当に受講しない旨を連絡し、その後の
手続きについて確認をする。

(3) 研修実施時期の延期及びその手続き（実施の手引 ｐ３）
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「令和７年度 小・中学校年次別研修の対象となる教諭の調査」における
「中堅研対象教諭名簿」（令和７年３月下旬送付予定）への記入の仕方

(3) 研修実施時期の延期及びその手続き



本研修について御不明な点がある場合は…
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